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市第47号議案 

   横浜市農業委員会委員の費用弁償条例の一部改正 

 横浜市農業委員会委員の費用弁償条例の一部を改正する条例を次 

のように定める。 

   平成28年９月６日提出 

                 横浜市長 林   文 子  

横浜市条例（番号） 

   横浜市農業委員会委員の費用弁償条例の一部を改正する 

条例 

横浜市農業委員会委員の費用弁償条例（昭和26年８月横浜市条例 

第36号）の一部を次のように改正する。 

 題名を次のように改める。 

   横浜市農業委員会委員等の費用弁償条例 

 第１条の見出しを「（趣旨）」に改め、同条中「第18条」を「第 

15条及び第25条」に、「基き」を「基づき」に改め、「農業委員会 

の委員」の次に「及び農地利用最適化推進委員」を加え、「以下委 

員」を「以下「委員等」」に改める。 

 第２条第１項中「委員」を「委員等」に改める。 

   附 則 

この条例は、平成29年８月18日から施行する。 

 

   提 案 理 由 

 農業委員会等に関する法律の一部改正に伴い、関係規定の整備を

図るため、横浜市農業委員会委員の費用弁償条例の一部を改正する

必要があるので提案する。 
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 参  考  

   横 浜 市 農 業 委 員 会 委 員 の 費 用 弁 償 条 例 （ 抜 粋 ） 

                     上 段  改 正 案    
                    (下 段  現  行) 

   横 浜 市 農 業 委 員 会 委 員 等 の 費 用 弁 償 条 例 
   横 浜 市 農 業 委 員 会 委 員 の 費 用 弁 償 条 例 

 （ 趣 旨 ） 
 （ 目 的 ） 

                           第 15 条 
第 １ 条  農 業 委 員 会 等 に 関 す る 法 律 （ 昭 和 26 年 法 律 第 88 号 ）    
                           第 18 条 

 及 び 第 25 条     基 づ き          及 び 農 地 利 用 最 適 
の 規 定 に    、 農 業 委 員 会 の 委 員 

          基 き                   

 化 推 進 委 員  以 下 「 委 員 等 」 
      （        と い う 。） に 弁 償 す べ き 費 用 に つ い 
       以 下 委 員 

 て は 、 こ の 条 例 の 定 め る と こ ろ に よ る 。 

 （ 費 用 弁 償 ） 

    委 員 等 
第 ２ 条     が 職 務 の た め 市 外 に 出 張 し た と き は 、 費 用 弁 償 と し 
    委 員 

て 旅 費 を 支 給 す る 。 

   （ 第 ２ 項 省 略 ） 


